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報道関係者 各位 

 
年金額の改定のお知らせ 

・ 
電子版の受給者通知の開始 

 

１．年金額の改定のお知らせ 
平成24年6月5日（火）～7日（木）にかけて、年金額の改定に関するお知らせ（平成24年度 年

金額改定通知書・年金振込通知書（「参考１」参照））を、年金受給者（約4,000万人）の方にお

送りします。 
 

【お知らせのポイント】 

○ 金額は物価等の変動に応じて改定（物価スライド）を行う仕組みとなっています。 年
 

○ 平成23年の全国消費者物価指数が前年を0.3％下回った結果、年金額の改定の基準であっ

た平成22年の指数を0.3％下回りました。 

「年金振込通知書」 

」  （平成24年6月発送分より開始） 

「年金額改定通知書」 

 （平成25年1月発送分より開始予定） 

受給者通知を24 時間いつでも自宅等

｢年金支払通知書」については、年金を担保に融資を受ける際、｢ねん

きんネット｣から印刷したものを金融機関に提出する年金額証明書類として使用することが

できます。 

以上 

 
○ このため、平成24年度の年金額については、平成23年度の年金額を0.3％引き下げる改定

が行われました。（「参考２」参照） 

 

２．電子版の受給者通知の開始 
平成24年6月から、年金受給者の皆様を対象に、「年金振込通知書」や「年金支払通知書」など

の受給者通知をインターネットサービス「ねんきんネット」で確認できるほか、ダウンロードし

て印刷できるサービスを開始します。（「参考３」参照） 
 
【確認可能な通知書】 

① 「年金決定通知書・支給額変更通知書」 （平成24年6月発送分より開始） 

②  （平成24年6月発送分より開始） 

③ 「年金支払通知書

④  （平成24年6月発送分より開始） 

⑤ 「源泉徴収票」  
【電子版の受給者通知のメリット】 

① で確認することができます。 
 

 ｢年金振込通知書｣及び②

できます。 
 

③ 確認した内容を残しておきたい方は、ダウンロードして手元に保存
 



厚 生 労 働 大 臣

官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ５ 日

大切に保管

◎年金証書の基礎年金番号・年金コード

厚生労働省

してください。＞＜この通知書は、年金額を証するものですので

＜改定内容に関しては、裏面①をお読みください。＞
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◎「年金支払額」及び「年金から特別徴収する保険料等」等の金額

平成 ２４ 年 ６ 月 ５ 日
お支払いとなります。
なお、改定された年金額は、平成２４年６月（４、５月分）からの
お知らせします。
平成２４年４月分から上記のとおり年金額が改定されましたので

 国民健康保険料（税）及び個人住民税となります。
※年金から特別徴収する保険料等とは、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
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以下の金額がご指定の金融機関の預貯金口座に振り込まれます。
月までの月から平成なお、お支払いは平成

各偶数月に行われます。（裏面②の支払予定日をご参照ください。）
年年

（水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。）①

大切なお知らせ

※ご相談は、ねんきんダイヤル又はお近くの年金事務所をご利用ください。
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ご 案 内 は 内 側 に あ り ま す 。
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矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
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050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は

１２０６ １０１８ ００２ Ｆ

市（区）役所または町村役場にお願いいたします。
額及び個人住民税額に関するお問い合わせは、お住まいの

◆介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料（税）
及び個人住民税の年金からの特別徴収の対象となる方には、特

で、市区町村から通知される（されている）通知書によりご確
 各支払月に特別徴収する額は、変更となる場合もありますの

◆後期高齢者医療保険料及び国民健康保険料（税）については、
ご希望により口座振替による支払方法に変更できます。

 
認ください。

別徴収する予定の金額をお知らせしています。

険料（税）及び個人住民税の徴収に関するお知らせ
介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保

 場合は、改めて年金振込通知書をお送りいたします。
○ 支払額が変更となったり振込先などに変更があった

・１０月１５日（８月、９月の２か月分） ・１２月１４日（１０月、１１月の２か月分）
・６月１５日（４月、５月の２か月分） ・８月１５日（６月、７月の２か月分）

①  年 金 額 改 定 に つ い て ② 年金振込通知書について

各種の通知書を、いつでもご自宅のパソコンで確認できます！

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！

 記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易にできます！
 いつでも年金記録が確認できます！

平成２４年度分の支払予定日は次のとおりです。
金融機関の営業日となります。
ただし、１５日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、その直前の
年金の支払日は原則偶数月の１５日です。

①

【平成２５年】

【平成２４年】

・２月１５日（１２月、１月の２か月分） ・４月１５日（２月、３月の２か月分）

（ 注 意 事 項 ）

○ 年金振込の支払期間が平成２５年２月以前となって
 いる方は、支払額の変更が予定されている方です。

 おそれいりますが、年金から特別徴収する保険料（税）

 基金代行部分に係る引き下げ分も差し引かれています。
 改定が行われないため、国からお支払いする年金額から、厚生年金
 定が行われますが、厚生年金基金の代行部分は物価スライドによる
 との合計額となります。この合計額から０．３％引き下げられる改
 払いする年金額と厚生年金基金からお支払いする代行部分の年金額
○厚生年金基金から年金を受けられている方の年金額は、国からお支

 （▲０．３％）を乗じた額と完全に一致するものではありません。
 イド改定がないこと等により、平成２３年度の年金額に０．９９７
○改定後の年金額は、法律で定める端数処理や、付加年金に物価スラ

 額を０．３％引き下げる改定が行われました。
 このため、平成２４年度の年金額については、平成２３年度の年金
 した。
 年金額の改定の基準であった平成２２年の指数を０．３％下回りま
○平成２３年の全国消費者物価指数が前年を０．３％下回った結果、

◆ ご利用登録は、http：／／www．nenkin．go．jp／n net／にアクセスしてください ◆

 老齢年金を受けている方）はご利用いただけませんので、ご了承ください。
「ねんきんネット」は、旧法受給者の方（年金証書の年金コードがゼロから始まる（０XXX）※

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内
 通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から

※「03－6700－1165」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金

※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっている

 電話がつながりにくくなっております。週の後半と月の後半は、つながり
※月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後（5日程度）は

0 5 7 0 － 0 5 － 1 1 6 5
0 3 － 6 7 0 0 － 1 1 6 5

  お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

  (祝日、12月29日～１月３日はご利用いただけません。)
  第２土曜日 午前９：３０～午後４：００
  ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後７：００まで延長
  月～金曜日 午前８：３０～午後５：１５
＜受付時間＞

 おかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

 がかかります。

 ケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。

 やすくなっておりますので、どうぞご利用ください。

・通知書をダウンロードして、印刷することが可能です。
・ご案内のメールが送られます。

「ねんきんネット」を使ってみませんか？

詳しくは「ねんきんネット」で検索 検索ねんきんネット

す。

提起できません。
して提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えを
を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告（代表者は法務大臣）と
な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。この訴えは、裁決の送達
決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当
きませんが、再審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないときや、
 なお、この決定の取消の訴えは、再審査請求の裁決を経た後でないと、提起で

きます。また、その決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌
算して６０日以内に文書又は口頭で社会保険審査官（地方厚生局内）に審査請求で
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起

日から起算して６０日以内に社会保険審査会（厚生労働省内）に再審査請求できま

【決定に不服のある方へ】

○年金額は物価等の変動に応じて改定（物価スライド）を行う仕組み

※物価スライドなどの制度に対する不服は審査請求の対象となりません。

 となっています。
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平成２４年度年金額改定通知書・年金振込通知書（裏面）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈 参考 〉 平成２３年度と平成２４年度における年金額の比較 

 ※ 改定後の年金額は、法律で定める端数処理や、付加年金に物価スライド改定がないこと等に 
より、平成２３年度の年金額を０．３％引き下げた額と完全に一致するものではありません。 
 

 

 平成２３年度（月額） 平成２４年度（月額） 

国民年金 
［老齢基礎年金額（満額）：１人分］ 

６５，７４１円
６５，５４１円

（▲２００円）

厚生年金 
［夫婦２人分の老齢基礎年金を含む 

標準的な年金額］ 

２３１，６４８円
２３０，９４０円

（▲７０８円）

平成２４年６月からお支払いする年金額が 

０．３％引き下げられます。 

 
物価下落に伴う年金額の改定 

 

年
金
額
の
改
定 

平成２２年の全国 

消費者物価指数 

平成２３年の全国 

消費者物価指数 

▲０．３％ 

  

物
価
の
下
落 

▲０．３％ 

○ 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げ

の年（平成２２年）よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額

を改定することとしています。 

○ 平成２３年平均の全国消費者物価指数が平成２２年に比べ、マイナス

0.３％となったため、平成２４年度の年金額は 0.３％の引き下げとな

ります。（４月分が支払われる６月の支払から、額が変わります。） 

参考２ 



「ねんきんネット」！便利で、カンタン、

「年金の支払いに関する通知書」などが
パソコンで確認できます！

年金の支払いに関する「振込通知書」や「ねんきん定期便」などを電子メールで

早くて確実！

「各種通知書」の

ご案内します。

お知らせメール

紙がないから、
エコだし、
球 優

● いつでも、最新の年金記録が確認できます！

地球に優しいね！

ご自宅のパソコンで、 24時間いつでも、毎月更新された年金記録を確認できます。

● 記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります！

年金に加入されていない期間、標準報酬額の大きな変動など、確認いただきたい

記録が、わかりやすく表示されています。

日本年金機構のホームページから「アクセスキー」で利用登録を行うと、その場でユーザＩＤが発行
され、ご自身の年金情報をご確認いただけます。詳しくは、裏面をご覧ください。

※セキュリティの関係上、アクセスキーの有効期限は発行後3ヶ月となっております。お早目のご利用

わずか5分で利用登録。その瞬間からご利用できます。

登録をお願いいたします。

※アクセスキーをお持ちでない方は、ねんきんネット申請用トップページの「ご利用登録（アクセスキーを

お持ちでない方）」からお手続きを行って下さい。

btkuv
テキストボックス
 参考３ 



◇◆ ご利用の手続きはとっても簡単！ ◆◇

１. 日本年金機構ホームページにアクセス

日本年金機構（http://www.nenkin.go.jp/）のホームページにアクセスしていただき、画面右側の

「ねんきんネット」ボタンをクリックしてください。

「ねんきんネット」トップ画面が表示されますので、

「新規ご利用登録」ボタンをクリックしてください。

ビ ご

左記画面（ねんきんネット申請用トップページ）が表示

されますので、「ご利用登録（アクセスキーをお持ち

の方）」ボタンをクリックしてください。

「ユーザID発行申込み（入力）」画面が表示されますので、

窓口にて発行いたしました「アクセスキー」と基礎年金

２. 「ねんきんネット」サービス ご利用登録

窓口にて発行いたしました「アクセスキー」と基礎年金

番号(※)、氏名等の必要な情報を画面の指示に従って

入力します。

※年金手帳や、平成22年度以前にお送りした「ねんき

ん定期便」などで、事前に、基礎年金番号をご確認くだ
さい。

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

電話でのお問い合わせは、

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」へ

０５７０－０５８－５５５

03-6700-1144（ 050（一部）の電話、070の電話から
おかけになる場合）

詳しくは「ねんきんネット」で検索

年金請求書に住民票コードをご記入いただいた方などについて、住民基本台帳ネットワーク

（住基ネット）において本人の確認ができた場合、日本年金機構において、住基ネットから今後の住所変更

（参考）「ねんきんネット」で住民票コードの収録状況が確認できます

等の情報を取得します。これにより、年１回の現況の確認（現況届）や住所変更届等の提出が不要となり

ます。

年金を請求された方につきましては、年金の支給の決定から２～３カ月後に、住民票コードの

収録状況（住民票コードを住基ネットで確認した結果）を郵便でお知らせいたしますので、ご確認

ください（収録状況は、ねんきんネットでもご確認いただけます）。




